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■感染症対策情報 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

新型コロナウイルスワクチンの追加接種 

臨時予約受付 
 予約受付開始日の予約電話集中により、コールセンターへの電話がつな

がりにくく、ご不便ご不安をおかけしていることから、下記の通り臨時予

約を受け付けます。 

◇期間 １２月２１日（水）まで（平日のみ） 

◇内容 ・コールセンター（☎０２８－６８０－６６３７）の受付時間 

     延長（午前９時～午後５時を午後６時まで延長） 

    ・新型コロナワクチン接種対策室での予約受付 

     ☎０２８７－８２－７５３５（午前９時～午後５時） 

※新型コロナワクチン接種対策室での予約受け付けは、コールセンターへ

の予約電話の混雑を緩和するためのものです。新型コロナウイルスワク

チン接種の予約・問い合わせは、コールセンターまたは新型コロナワク

チン接種対策室のみへの連絡にご協力ください。 

※間違い電話が大変多くなっています。ご注意ください。 

■問合 健康福祉課新型コロナワクチン接種対策室  

    ☎０２８７－８２－７５３５（平日の午前９時～午後５時） 

 

新型コロナウイルスワクチンの追加接種は 

３月まで実施します 
市集団接種会場でのオミクロン株対応ワクチンを使用した追加接種（３

回目以降の接種）は、３月まで実施します。接種希望者に対し十分に接種

できる日程を確保していますのでご安心ください。 

■問合 健康福祉課新型コロナワクチン接種対策室  

 ☎０２８７－８２－７５３５（平日の午前９時～午後５時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスワクチンの追加接種 

１・２月分の接種日程 
◇使用するワクチン ファイザー社製のオミクロン株対応ワクチン 

※オミクロン株対応ワクチンの接種は１回のみとなります。 

【１８歳以上（３～５回目）の追加接種】 

◇接種会場・日時 

●市保健福祉センター（田野倉８５－１）  

接種日 実施時間 

令和５年１月 ７日（土） 令和５年２月 １日（水） 

（水・土曜日） 

午後１時３０分～ 

４時３０分 

（日曜日） 

午前９時～正午 

    １月 ８日（日）     ２月 ４日（土） 

    １月１１日（水）     ２月 ５日（日） 

    １月１４日（土）     ２月 ８日（水） 

    １月１８日（水）     ２月１１日（土・祝） 

    １月２１日（土）     ２月１２日（日） 

    １月２２日（日）     ２月１５日（水） 

    １月２５日（水）     ２月１８日（土） 

    １月２８日（土）     ２月１９日（日） 

    １月２９日（日）     ２月２２日（水） 

 
    ２月２５日（土） 

    ２月２６日（日） 

●那須南病院（中央３－２－１３） 

接種日 実施時間 

令和５年１月１２日（木） 令和５年２月 ２日（木） 

午後２時～４時     １月１９日（木）     ２月 ９日（木） 

    １月２６日（木）     ２月１６日（木） 

【１２歳～１７歳（３・４回目）の追加接種】 

◇接種会場・日時 

●市保健福祉センター（田野倉８５－１）  

接種日 実施時間 

令和５年１月 ７日（土） 令和５年２月 ４日（土） 

午後２時～ 

４時３０分 

    １月１４日（土）     ２月１１日（土・祝） 

    １月２１日（土）     ２月１８日（土） 

    １月２８日（土）     ２月２５日（土） 

◇予約方法 インターネットまたはコールセンターでの予約となります。 

 ・インターネット（https://g092151.vc.liny.jp/top） 

  インターネット受付時間：２４時間受付（メンテナンス時を除く） 

 ・コールセンター（☎０２８－６８０－６６３７） 

  コールセンター受付時間：午前９時～午後５時（平日のみ） 

  （１２月２１日（水）までは午後６時まで受け付けます） 

※１２歳～１７歳の人の追加接種の予約方法も、１月分の予約からインタ

ーネット・コールセンターでの予約となります。 

※電話は混雑しますので、インターネット予約がおすすめです。代理の人で

も予約できます。予約サイトは市ホームページのバナーからも入れます。 

※予約は接種日の３日前まで受け付けています。受け付け後のキャンセル

は健康福祉課新型コロナワクチン接種対策室あてご連絡ください。 

※ワクチン接種は、国の動向により変更となる場合があります。 

※３月の接種日程は、２月１日発行の広報お知らせ版や市ホームページ等

でお知らせします。 

■問合 健康福祉課新型コロナワクチン接種対策室 

    ☎０２８７－８２－７５３５（平日の午前９時～午後５時） 

    土・日曜日および祝日の接種当日の予約キャンセル受付 

    ☎０２８７－８３－１１１１（午前８時３０分～午後５時） 

令和４年１２月１５日 Ｎｏ．４１４ 

広 報   おお  知知  らら  せせ  版版   
■編集・発行 那須烏山市中央１－１－１（烏山庁舎） 那須烏山市総合政策課 ☎０２８７－８３－１１１２ 

■ホームページアドレス httpｓ://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/ 

   

広告欄：お知らせ版の広告は随時受け付けています。 
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新型コロナウイルスワクチン接種証明書

のコンビニ交付 
 １２月１５日（木）から、新たに全国のコンビニエンスストア「ローソ

ン」で新型コロナワクチンの接種証明書が交付できるようになりました。 

 発行には、マイナンバーカードと発行手数料１２０ 

円が必要です。 

◇証明書 「国内用」のみ発行できます。 

※「海外用」は健康福祉課窓口か、アプリで海外用 

 の証明書を取得してください。アプリはＱＲコー    Android版 

 ドから取得できます。             

※その他の発行可能なコンビニ等店舗は、厚労省の 

 ホームページでご確認ください。 

■問合 健康福祉課新型コロナワクチン接種対策室  

    ☎０２８７－８２－７５３５  

    （平日の午前９時～午後５時）         iPhone版 

 

■マイナンバーカード 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

マイナポイントの対象となる 

マイナンバーカードの申請期限は１２月末日まで！ 
 顔写真の撮影から申請まで、職員が一緒にお手伝いします。 

【市内スーパーでの申請支援窓口】 

 市内スーパーでもマイナンバーカードの申請ができます。お買い物のつ

いでに、ぜひ、お越しください。 

期日 時間 場所 

１２月１６日（金） 
午前１０時～正午 かましん（田野倉１７２－１） 

１２月２０日（火） 

【市役所での申請支援窓口】 

◇平日の申請支援窓口 

場所 時間 

烏山庁舎市民課 
午前９時～正午、午後１時～４時 

南那須庁舎市民課南那須分室 

◇土曜日・日曜日の申請支援窓口 

期日 時間 場所 

１２月１７日（土） 

午前９時～正午 

烏山庁舎市民課 

１２月２５日（日） 
南那須庁舎市民課 

南那須分室 

【共通事項】 

◇予約 不要です。１人につき１５分程度かかります。 

◇持物 ・「本人確認書類」（運転免許証、パスポート等顔写真付きの公的 

     な証明書は１点。健康保険証等顔写真のないものは２点必要） 

    ・「個人番号カード交付申請書」（お手元にない場合は不要） 

◇注意事項 

 ・申請および受け取りの手続きには、本人がお越しください。 

 ・１５歳未満の人、成年被後見人が申請する場合には、本人と法定代理 

人が一緒にお越しください。 

 ・撮影した顔写真をお渡しすることはできません。申請手続き後、デー

タを消去します。 

 ・カードの受け取りは、交付申請から約１か月後になります。市民課 

  からカード交付通知が届きますので、予約サイトや電話で受け取り日

時を予約してからお越しください。 

 ・マイナンバーカードに関する詳細は、ＱＲコード（マ 

  イナンバーカード総合サイト）からご確認ください。 

■問合 （マイナンバーカードの申請に関すること） 

市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

（マイナンバー制度に関すること） 

総合政策課情報統計グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

■雇用・就職 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和５年４月採用・二次募集 

「南那須地区広域行政事務組合職員」 
◇採用職種等 

採用職種 人数 受験資格（職務内容等） 

一般行政事務職 
1名 

程度 

・平成４年４月２日～平成１７年４月１日に生

まれた人 

・高等学校卒業程度以上の学力を有する人 

一般行政事務職 

（障がい者） 

1名 

程度 

・昭和６２年４月２日～平成１７年４月１日に

生まれた人 

・高等学校卒業程度以上の学力を有する人 

・活字印刷文による出題に対応できる人 

・身体障害者手帳の交付を受けている人、療育

手帳の交付を受けている人、精神障害者保健

福祉手帳の交付を受けている人で、令和５年

４月１日時点で各手帳の期限が有効な人 

一般行政事務職 

（医療事務） 

1名 

程度 

・平成４年４月２日～平成１７年４月１日に生

まれた人 

・高等学校卒業程度以上の学力を有する人 

・医療事務検定資格取得者または病院等におい

て診療報酬請求事務等に従事した職務経験を

有する人 

一般行政事務職 

（情報処理） 

1名 

程度 

・平成４年４月２日～平成１７年４月１日に生

まれた人 

・高等学校卒業程度以上の学力を有する人 

・情報処理技術者試験のうち指定する資格の取

得者または令和５年３月末までに資格取得見

込みの人 

※那須南病院電子カルテシステムの管理運営等

の業務および一般行政事務に従事します。 

社会福祉士 
1名 

程度 

・昭和５８年４月２日以降に生まれた人 

・社会福祉士資格取得者または令和５年３月末

までに資格取得見込みの人 

※一般行政事務職（情報処理）の「指定する資格」、受験資格のその他欠

格事項および応募に関する必要書類の詳細は試験案内 

またはＱＲコードからご確認ください。 

◇試験日 1次試験：令和５年１月２２日（日） 

※２次試験は２月上旬に行います。詳細は１次試験合格者に別途通知します。 

◇場所 南那須地区広域行政センター（大桶８７２） 

◇応募方法 １２月２６日（月）までに申込書等（下記備付）に必要事項

を記入し、写真を貼り付けのうえ、下記あて提出する。 

※直接持参する場合は、平日の午前８時３０分～正午、午後 1時～５時で

す。郵送の場合は１２月２６日（月）必着です。 

■問合 南那須地区広域行政事務組合総務課総務係 

 ☎０２８７－８３－００２１  

〒３２１－０６０２ 大桶８７２ 

 

那須南病院の会計年度任用職員募集 
◇採用職種 事務補助員（医事業務・看護部事務補助等） 

◇採用人数 １名 

◇任用期間 採用日から令和５年３月３１日まで 

◇勤務場所 那須南病院（中央３－２－１３） 

◇応募方法 １２月２３日（金）までに「会計年度任用願」を下記あて郵

送または持参する。 

※詳細はＱＲコードからご確認ください。 

■問合 那須南病院総務課 ☎０２８７－８４－３９１１ 
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■税金・確定申告 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

１２月の税金 
１２月２８日（水）は、下記税金の納期限および口座振替日です。納め

忘れのないよう注意しましょう。 

◇対象税金 固定資産税第４期・国民健康保険税第６期・介護保険料第６

期・後期高齢者医療保険料第６期 

■問合 税務課収納管理グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

営業所得や不動産所得の収支内訳書を 

事前提出することができます 
 市の確定申告会場で営業所得や不動産所得の確定申告を行うにあたり、

収入と経費をまとめた収支内訳書を事前に提出しておくことができます。

担当職員が会場で入力する時間が短縮され、スムーズに受け付けすること

ができます。 

 事前提出する場合は、国税庁指定の様式の収支内訳書（市役所烏山庁舎

および南那須庁舎備付）をご使用ください。 

 収支内訳書は２月３日（金）までに下記あて提出ください。 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

太陽光発電設備（償却資産）に係る 

固定資産税の申告 
 発電出力１０ｋＷ以上の太陽光発電パネルを設置して売電する場合に

は、設置した太陽光パネル等の設備は、固定資産税（償却資産）の課税対

象となります。償却資産とは、事業を営む個人または法人が所有する、そ

の事業のために用いることができる機械・器具・備品等の事業用資産です。 

 所有者は、毎年１月１日における償却資産の所有状況を１月３１日まで

に申告する必要がありますので、これまで申告をしていない人は下記あて

お問い合わせください。 

■問合 税務課資産税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

■まちづくり 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

移住促進住宅取得奨励金 
 市内に定住を目的として住宅を取得した人に奨励金を交付します。 

◇対象期間 令和３年４月１日～令和６年３月３１日 

◇対象者 ・令和３年４月１日以降に住宅を取得した本人または配偶者 

が４９歳以下の人。 

     ・対象者およびその世帯に属する人が過去５年以内に奨励金 

の交付を受けたことがないこと。 

     ・対象者およびその世帯に属する人に市税および使用料等の 

滞納がないこと。 

◇住宅要件 ・居住用の居室、台所、浴室、トイレ、玄関を有する住宅 

であること。 

      ・相続、贈与その他取得対価を伴わない取得ではないこと。 

◇奨励金額 ※上限５０万円 

項目 金額 内容 

基本額 １０万円 

令和３年４月１日以降に定住を目的と

して住宅を取得した４９歳以下の人

で、対象住宅に住民登録をした人 

移住者加算 ２５万円 

他の市区町村から市に転入をし、かつ、

転入日前の１年間、他の市区町村に住

所があった人で、転入日から２年以内

に住宅を取得した人 

子育て世帯加算 １５万円 
申請日において同居する１８歳以下の

子を扶養している世帯 

◇申請期限 住宅取得日から１年以内 

※詳細は市ホームページでご確認ください。 

■問合 まちづくり課定住推進グループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

移住ファミリー家賃補助金 
 市内の民間住宅に転入した若者夫婦世帯またはひとり親世帯に対して

家賃の一部（最大２万円）を補助します。 

◇対象期間 令和３年４月１日～令和６年３月３１日 

◇対象者  

対象者 内容 

若者夫婦世帯 

市内の民間賃貸住宅に居住し、転入日前の１年間に他

の市区町村に住所があった人がいる夫婦世帯で、夫婦

のいずれか一方が４０歳以下の同居世帯 

ひとり親世帯 

市内の民間賃貸住宅に居住し、転入日前の１年間に他

の市区町村に住所があった４９歳以下のひとり親世

帯で、同居する１８歳以下の子を扶養する世帯 

◇交付要件 

 ・賃貸借契約を締結後、市内の民間賃貸住宅に居住し、世帯全員が住民

登録していること。 

 ・家賃の滞納がないこと。また世帯員に市税および使用料その他市の税

外収入金の滞納がないこと。 

 ・生活保護法の規定による住宅扶助、その他の公的制度による家賃補助

を受けていないこと。 

※社宅や官舎等、契約者が本人以外の住宅および３親等以内の親族が所有

する住宅は対象外です。 

◇補助金額 

 金額は月額とし、基本額と子育て加算の合計額（最大２万円）を申請月 

の翌月から最長１２か月間交付します。 

項目 内容 

基本額 
実質家賃（共益費、駐車場料金を除く）から住居手当を

控除した経費の２分の１以内の額（限度額１万５千円） 

子育て加算 

申請日において同居する１８歳以下の子を扶養する場

合、１人につき１千円を加算します。 

また、申請後、新たに子が世帯員となった場合は、住民

登録日の翌月から加算します。 

◇申請期限 本市に転入した日から１年以内 

※詳細は市ホームページでご確認ください。 

■問合 まちづくり課定住推進グループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

 

空き家等情報バンクへ登録しませんか 
 空き家等情報バンク制度は、市内に空き家・空き店舗を所有する人が、

売却・賃貸したい空き家情報を市に登録し、買いたい・借りたい人へ紹介

する制度です。空き家のまま、建物が傷んでしまう前に、空き家等情報バ

ンクに登録して有効活用してみませんか。 

◇登録申請書類 

 物件登録申請書、物件登録カード、所有状況が分かる書類（課税明細書、 

 登記事項証明書等の写し）、物件登録同意書（共有名義等の場合）、建 

 物間取り図 

※申請書類の取得および登録できる物件の詳細はＱＲコード（市ホームペ

ージ定住特設サイト・なすからいふ）からご確認ください。 

◇注意事項 

 ・原則、物件の契約等に市は関与しません。宅建業者へ 

  仲介を委託するか、当事者間で交渉を行います。 

 ・委託する宅建業者が見つからない場合は、協力業者（事業者一覧）を

ご案内します。 

 ・宅建業者へ仲介を委託する場合は、法定の仲介手数料等を支払う必要

があります。 

■問合 まちづくり課定住推進グループ ☎０２８７－８３－１１５１ 
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Android版 iPhone版 

■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

ごみの減量と分別のお願い 
 年末の大掃除の時期となりました。ごみの減量・分別にご協力ください。 

◇紙類 

 「雑紙」は「燃やすごみ」に入れず、分別して出してください。 

※お菓子の紙箱や厚紙等も「雑紙」として出すことができます。 

◇生ごみ 

 ３切り（食材の使い切り、食品の食べ切り、生ごみの水切り）により、

生ごみの減量にご協力ください。 

◇燃やさないごみ 

 資源物（空きビン、アルミ缶、スチール缶等）を混ぜないでください。 

◇リターナブルビン（ビールビン、一升ビン等） 

 ビールビンや一升ビンはリターナブルビンとして出してください。 

◇ペットボトル 

 ペットボトルは原則コンテナで出してください。 

※詳細は「ごみ分別アプリ」や「家庭用 ごみの分け方・出し方」、「ごみ

カレンダー」をご覧ください。 

◇ごみ分別アプリ 

 那須烏山市ごみ分別アプリでごみ 

の収集日や分別方法を確認できます。 

アプリは、ＱＲコードを読み取るか、 

「Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ」または「Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ」から「那須烏山

市ごみ分別アプリ」と検索することでダウンロードできます。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

■農林業 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

市農業者経営継続支援交付金 
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による各種農産物の価格低迷や

原油・資材価格高騰対策として、令和５年の次期作に向けた農業経営継続

支援交付金を交付します。 

◇対象者 次のすべてを満たす農業者 

・市内に住所を有し農業を営む個人または市内に主たる事業所を置き農業

を主たる事業とする法人 

・令和４年４月１日現在および令和５年も継続して営農・販売を行う人 

・農業の税申告をしており、令和３年中の農産物販売額が年額５０万円を

超える人 

◇交付要件および交付額 

交付要件 交付額 

令和３年中の農業販売金額が

５０万円を超える農業者 

１経営体（個人、法人問わず） 

農業者 ３万円 

認定農業者 ６万円 

※「市農業者原油価格・物価高騰対策交付金」との重複申請はできません。

ただし、「市農業者原油価格・物価高騰対策交付金」の交付額が本交付

額に達していない場合はその差額を交付します。 

※詳細は農政課備え付けまたは市のホームページに掲載している「交付対

象者フローチャート」でご確認ください。 

◇必要書類 ・令和３年分農業所得収支内訳書 

      ・申請者名義の預金通帳（通帳の表紙をめくった見開きの 

       ページ部分）の写し 

      ・本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカードの表面、 

       健康保険証等の写し） 

◇申請期間 令和５年２月１５日（水）まで 

      受付時間：午前８時３０分～午後５時 

      集中受付日：令和５年１月７日（土）・８日（日） 

◇申請方法 申請書兼請求書（下記備付）に必要事項を記入し、必要書類

を添付のうえ、直接持参または郵送で下記あて申請する。 

※申請書兼請求書は市ホームページからも取得できます。 

■問合 農政課農業振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

    〒３２１－０５９５ 大金２４０ 

農業用軽油の免税証交付申請受付 
 令和５年中に使用する農業用軽油免税証の交付申請を受け付けます。 

◇期日等  

期日 対象地区 時間 

令和５年1月１０日（火） 烏山地区 

午前９時～正午 

午後１時～４時 
令和５年1月１１日（水） 

午前：烏山地区 

午後：南那須地区 

令和５年1月１２日（木） 南那須地区 

◇場所 各日とも農政課（南那須庁舎） 

◇対象 農業を営み農業用機械に軽油を使用する人 

※次の人には交付できませんので、ご注意ください。 

 ・免税軽油使用者が税の滞納処分（差し押さえ等）を受け、その滞納処

分の日から２年を経過していない人 

 ・「免税軽油の引取り等に係る報告書」の提出がない人 

◇申請に必要なもの 

区分 申請書類等 

新規 

・耕作面積証明書（農業委員会で交付するもの） 

・栃木県収入証紙４２０円分 

・使用する機械のメーカー名・型式・馬力等の分かるカタロ

グ等（トラクターおよびコンバインは不要） 

継続 

・免税軽油使用者証 

・「免税軽油の引取り等に係る報告書」および添付書類（納品

書等） 

・変更がある機械のメーカー名・型式・馬力等の分かるカタ

ログ等（トラクターおよびコンバインは不要） 

更新 

免税軽油使用者証の有効期間の始期が令和２年中の場合 

・栃木県収入証紙４２０円分 

・その他必要書類は、上記「継続」申請と同じ 

機械を使う作業のすべての委託を受けて農作業を行う場合は、上記のほ

かに次のものが必要になります。 

・耕作（農作業受委託）証明書 ※農業委員会で交付するもの 

・農作業受委託に関する契約書の写し 

※収入証紙４２０円は現金でも預かりますが、つり銭のないように準備し

てください。 

※酪農畜産経営者は作業計画表（作業ごとの作付面積、軽油の使用状況等）

を添付してください。 

※申請の際は、マスク着用、手指消毒等、感染症対策にご協力ください。

また、体調が優れない場合は、当日の申請をお控えください。（令和５

年２月１５日以降、矢板県税事務所で申請できます） 

■問合 矢板県税事務所 ☎０２８７－４３－２１７３ 

    農業委員会事務局（農政課内） ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

八溝そば手打ち体験 
 市内のそば店の店長を講師に迎え、八溝地域特産の八溝そばを使ったそ

ばの手打ち体験教室を行います。でき上がったそばは茹でずに持ち帰りと

なります。体験への参加後は、ＳＮＳでの八溝そばの魅力発信等のＰＲに

ご協力ください。 

◇日時・場所 

 ・令和５年１月１９日（木）午前１０時～正午（予定） 

  南那須公民館調理室（岩子６－１） 

 ・令和５年１月２８日（土）午後２時３０分～４時３０分（予定） 

  そば夢サロン梁山泊（城東２１５－１） 

※体験は２月にも開催予定です。 

◇対象 １８歳以上の市民 

◇定員 ５組（２名１組） ※一人でも参加できます。 

◇費用 無料 

◇持物 エプロン、三角巾、マスク、持ち帰り用容器 

◇申込 令和５年１月１３日（金）までに電話で下記あて申し込む。 

■問合 農政課農業振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 
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興野直売所イベント「歳末感謝セール」 
◇日時 １２月２０日（火）、２１日（水）午前８時～午後３時 

◇場所 興野農産物直売所（興野４１９－３） 

◇内容 野菜、加工品販売 

※５００円以上購入でくじ引きが１回できます。（空くじなし） 

※年末は１２月３１日（土）午後１時まで、年始は令和５年１月５日（木）

からの営業となります。 

■問合 興野農産物直売所 ☎０２８７－８４－３３４８ 

 

■商工 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

【事業者向け】市トラック運送事業者支援金 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大および経済情勢の変動による燃

料油の高騰の影響を受けた、市内に事業所を有するトラック運送事業者に

対し、事業継続を支援することを目的に支援金を交付します。 

◇対象者 次のすべての要件に該当する事業者 

 ・令和４年４月１日現在において、一般貨物自動車運送事業、特定貨物

自動車運送事業または貨物軽自動車運送事業を行うために必要な許可

等を全て有していること 

 ・申請日時点において上記の事業を休業または廃業しておらず、かつ、

今後も継続する意思があること 

 ・市内に事業所を有していること 

◇対象車両 

 一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業または貨物軽自動車

運送事業の用に供する車両で、次のすべての要件に該当するもの 

 ・対象事業者が令和４年４月１日現在保有し、申請時において事業用と

して使用している車両（緑ナンバーまたは黒ナンバー）で、今後も継

続して使用する予定であるもの 

 ・車検証における「使用の本拠の位置」が那須烏山市のもの 

 ・使用する燃料が軽油、ガソリンまたはＬＰＧであるもの 

◇支給額 

 ・一般貨物自動車運送事業用・特定貨物自動車運送事業用の車両１台 

  あたり２０，０００円 

 ・貨物軽自動車運送事業用の車両１台あたり８，０００円 

◇申請方法 令和５年１月３１日（火）までに申請書等に必要事項を記入・

押印し、関係書類を添付のうえ、郵送で下記あて申請する。 

※郵送の場合は１月３１日（火）必着です。 

※申請書等は、下記窓口および市役所南那須庁舎ホール、ＱＲ 

 コードからも取得できます。郵送での申請にご協力ください。 

■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

    〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 

 

【中小企業向け】 

県中小企業者物価高騰等対策支援金 
 県では、原材料等の価格高騰や円安の影響を受け、厳しい状況にある県

内中小企業者に対し、支援金を支給します。 

◇対象 次のすべての要件に該当する事業者 

 ・対象月の原材料価格、仕入価格、電気代、ガソリン代等の経費が基準

月と比べて１０％以上増加した事業者 

 ・対象月の「売上高」または「付加価値額」の合計が基準月と比べて 

  ３０％以上減少した事業者 

◇支給限度額 中小法人等：２０万円、個人事業者：１０万円 

※支給は１事業者１回限りです。 

※支給額、基準月、対象月等支給要件の詳細は、ＱＲ 

 コードからご確認ください。 

◇申請方法 令和５年２月１７日（金）までに下記あて 

      郵送またはＱＲコードから申し込む。 

■問合 県中小企業者物価高騰等対策支援金コールセンター 

    ☎０２８－６６６－７７５３（平日の午前９時～午後５時） 

    〒３２０－００７５ 宇都宮市宝木本町１１４１ 

【中小企業向け】県中小企業者 

物価高騰等対策支援金等の個別支援会 
那須烏山商工会では、原材料等の価格高騰や円安の影響を受け厳しい状

況にある事業者向けの県の制度「中小企業者物価高騰等対策支援金」等の

対応やその他の経営相談全般について個別支援会を実施します。 

◇日時 １２月２０日（火）、令和５年１月１２日（木）・１９日（木）・

２６日（木） 

    各日とも午前１０時～午後４時 

◇場所 那須烏山商工会本所（金井２－５－１１） 

◇相談内容 県中小企業者物価高騰等対策支援金、小規模事業者持続化補

助金、経営革新計画、その他の経営相談 

◇対象 市内事業者（商工会員でなくても相談はできます） 

◇定員 各日５事業者 

◇申込 各日の前日までに、電話等で下記あて申し込む。 

※事前予約が必要です。 

■問合 那須烏山商工会 ☎０２８７－８２－２３２３ 

 

栃木県最低賃金・特定最低賃金 
◇地域別最低賃金 

 すべての労働者に適用されます。なお、下記の特定最低賃金が適用とな

る場合は、その特定最低賃金の時間額以上の賃金を支払う必要があります。 

最低賃金の件名 時間額 効力発生日 

栃木県最低賃金 ９１３円 令和４年１０月１日 

◇特定最低賃金 

 次の６産業を営む使用者とその産業に従事する労働者に適用されます。

なお、１８歳未満または６５歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用され

ます。 

最低賃金の件名 時間額 効力発生日 

塗料製造業 １，０２３円 

令和４年 

１２月３１日 

はん用機械器具、生産用機械器具、業

務用機械器具製造業 
９７０円 

電子部品・デバイス・電子回路、電気

機械器具、情報通信機械器具製造業 
９７１円 

自動車・同附属品製造業 ９７８円 

計量器・測定器・分析機器・試験機・

測量機械器具製造業、医療用機械器

具・医療用品製造業、光学機械器具・

レンズ製造業、医療用計測器製造業、

時計・同部分品製造業 

９７１円 

各種商品小売業 

令和４年度改正なし 

令和４年１０月１日以降、栃

木県最低賃金（時間額９１３

円）が適用されています。 

■問合 栃木労働局労働基準部賃金室 ☎０２８－６３４－９１０９ 

    宇都宮労働基準監督署 ☎０２８－６３３－４２５１ 

 

かしこい消費者講座 
 県消費生活センターでは、地域において消費生活に関する普及啓発を行

うことのできる消費者を養成するため講座を開催しています。 

◇開催方法 動画配信（録画を受講者限定公開） 

※各回の資料は、受講者自身でダウンロードしてください。 

◇公開期間 １２月２６日（月）～令和５年１月３１日（火） 

※公開期間中は全ての講義動画を視聴可能です。 

◇テーマ エシカル消費、金融、情報・通信、表示、契約 

◇対象 県内に在住・通勤・通学する人 

◇費用 無料（通信料は受講者負担になります） 

◇定員 先着２００名（定員になり次第締切） 

◇申込 令和５年１月２４日（火）までにＱＲコードから申し込む。 

■問合 （公社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 

Ｅメール：nacs-jimukyoku@nacs.or.jp 
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■健康・福祉 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 
対象の世帯へは、市から確認書を送付しています。確認書の受付期限は

令和５年１月３１日（火）までです。返送が済んでない世帯は、必要事項

を記入し、必要書類がある場合は添付のうえ、ご返送ください。直接持参

する場合は、保健福祉センターにお越しください。 

また、家計急変世帯については、令和４年１月以降に予期しない減収に

より、「世帯全員が住民税非課税相当」の収入に減少した世帯が対象です。

給付金を受け取るには申請が必要です。申請書は下記窓口備え付けのほか、

市ホームページから取得できます。申請書の他に添付書類が必要です。詳

細は下記あてお問い合わせください。 

■問合 健康福祉課臨時特別給付金担当 ☎０２８７－８２－７５３９ 

    （平日の午前９時～午後５時） 

 

とちぎ難病相談支援センター 

電話・オンライン(ＺＯＯＭ)での医療相談 
 予約時間には電話に出られる状態でお待ちください。相談は無料です。 

【呼吸器系疾患】 

◇日時 令和５年１月７日（土）午前９時３０分～午後０時３０分 

◇医師 自治医科大学附属病院呼吸器内科医師 澤幡 美千瑠 氏 

◇主な疾患 特発性間質性肺炎、サルコイドーシス 

◇申込 令和５年１月４日（水）までに下記あて申し込む。 

【血液系疾患】 

◇日時 令和５年１月１４日（土）午前９時３０分～午後０時３０分 

◇医師 自治医科大学附属病院血液科医師 山本 千裕 氏 

◇主な疾患 特発性血小板減少性紫斑病、再生不良性貧血、原発性免疫不

全症候群、自己免疫性溶血性貧血、発作性夜間ヘモグロビン

尿症、後天性赤芽球癆、ダイアモンド・ブラックファン貧血 

◇申込 令和５年１月１１日（水）までに下記あて申し込む。 

※受付時間は月～金曜日の午前１０時～正午、午後１時～４時です。 

■問合 とちぎ難病相談支援センター ☎０２８－６２３－６１１３ 

 

■子育て支援 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

結婚支援オンラインセミナーの動画配信 
 市結婚相談所では、結婚を希望する独身者の結婚支援を図るために実施

したオンラインセミナーの動画を配信します。 

◇公開期間 令和５年１月３１日（火）まで（予定） 

◇内容 好感度アップの異性間コミュニケーション（所要時間約６０分） 

◇講師 （一社）異性間コミュニケーション協会代表理事 佐藤律子 氏 

◇対象 市内在住または在勤の人 

◇視聴方法 市公式ＹｏｕＴｕｂｅ（https://youtu.be/54zR0onH4yA）で

視聴してください。 

※視聴の際はインターネット回線が必要です。Ｗｉ－ｆｉ環境がない場合

は、データ通信料がかかりますのでご注意ください。 

■問合 こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

 

こども食生活相談 
 「離乳食の始め方を確認したい」等、ご相談ください。 

◇日時 令和５年１月１１日（水）午前９時～正午の予約制 

◇場所 保健福祉センター（田野倉８５－１） 

◇内容 栄養士・保健師による個別相談（電話での相談も利用できます） 

◇対象 ０歳～１８歳未満のお子さんとその保護者 

◇申込 令和５年１月６日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

※乳幼児期の相談は当日、バスタオル、母子健康手帳、家庭で食べている

離乳食をお持ちください。 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

産後サポート事業「おひさま」 
◇日時 令和５年１月１１日（水）午前１０時～１１時３０分 

受付：午前９時４０分～ 

◇場所 保健福祉センター（田野倉８５－１） 

◇内容 母親の健康チェック、赤ちゃんの体重測定、ベビーマッサージ、

母親のリラクゼーション 

◇今月の対象 市内在住の令和４年９月以降に出産した母親とその家族

（赤ちゃんのきょうだいの参加可） 

◇定員 先着１０名 

◇持物 母子健康手帳、バスタオル、飲物、おむつやミルク等のお出掛け

セット（動きやすい服装で参加ください） 

◇申込 令和５年１月４日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

※当日は検温し、マスク着用のうえお越しください。 

※新型コロナウイルス感染症の動向により、中止する場合があります。 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

妊婦サロン「母親学級」 
◇日時 令和５年１月１２日（木）午前１０時～１１時３０分 

受付：午前９時４０分～ 

◇場所 保健福祉センター（田野倉８５－１） 

◇内容 「赤ちゃんとの生活および産後の過ごし方」 

    赤ちゃんの抱き方、お風呂の入れ方等の演習、赤ちゃんの日用品

（哺乳瓶・おむつ・衣類等）の説明 

◇対象 市内在住の妊婦 ※夫婦での参加も可能です。 

◇持物 母子健康手帳、筆記用具、飲物 

◇申込 令和５年１月６日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

※当日は検温し、マスク着用のうえお越しください。 

※新型コロナウイルス感染症の動向により、中止する場合があります。 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

ママピアカフェ 
 ＮＰＯ法人とちぎみらいｗｉｔｈピアによる子育て世代支援事業です。 

◇日時 令和５年１月２１日（土）午前１０時～正午 

◇場所 こども館２階研修室（南１－５６２－１２） 

◇内容 きらきらハーバリウム作り、ピアカフェ（お 

    しゃべりで子育てのストレス解消！）、子育て 

    相談（不安や悩みを専門のスタッフが対応します） 

◇対象 乳幼児期、思春期の子を持つ親（お子さんの同伴も可） １０名 

◇費用 １人５００円（ハーバリウム材料費） 

◇申込 令和５年１月１８日（水）までにＱＲコードから申し込む。 

■問合 ＮＰＯ法人とちぎみらいｗｉｔｈピア（別井） 

    ☎０９０－４９４６－９３７１ 

 

■生涯学習 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

２０２２那須烏山市 

イングリッシュデイキャンプ参加者募集 
 様々なゲームや活動をとおして、外国の文化や英語を学ぶ「イングリッ

シュデイキャンプ」を開催します。一緒に英語を楽しく学びましょう。 

◇日時 令和５年２月５日（日）午前９時～正午 

◇場所 南那須公民館（岩子６－１） 

◇対象 市内の小学生 

◇定員 ５０名（定員を超えた場合は抽選） 

◇費用 無料 

◇申込 １２月２３日（金）までに申込用紙に必要事項を記入し、下記窓

口あて直接申し込む。 

※申込用紙は各小学校から対象児童へ配布。また、下記窓口にも備え付け

てあります。 

■問合 生涯学習課 ☎０２８７－８８－６２２３ 

烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 
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■スポーツ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

烏山パークゴルフ愛好会参加者募集 
◇日時 火・木・土曜日の週３回 午前９時～ 

◇場所 大桶運動公園 

◇対象 どなたでも（年齢は問いません） 

◇費用 年会費１，０００円 

◇申込 下記あて申し込む。 

■問合 烏山パークゴルフ愛好会（小林） ☎０２８７－８２－２９３０ 

               （高野） ☎０２８７－８４－１１２２ 

 

■公民館 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

※烏山公民館事務室は、日・月曜日、祝日および年末年始は休みです。 

※公民館講座に参加する際は検温し、マスクを着用してください。 

 

生涯学習情報誌「おたのしみプラン」への 

掲載情報を募集します 
生涯学習情報誌「おたのしみプラン」では、地域で活動している各団体・

サークル活動またはボランティア・指導者の情報を掲載しています。令和

５年度版「おたのしみプラン」に掲載を希望する団体等の代表者またはボ

ランティアが可能な人は、下記により申し込みください。 

なお、令和４年度版に情報を掲載している団体等には、掲載情報の内容

確認の通知を送付しています。 

◇募集する情報 

 ・地域で活動する文化、スポーツ、趣味等の団体・サークル 

 ・生涯学習に関するボランティア・指導者 

※個人の特技等を生かして、学校や地域で指導者として活動したい人。 

◇申込 令和５年１月３１日（火）までに、所定の用紙（下記および生涯

学習課備付、市ホームページ掲載）に必要事項を記入し、下記あ

て申し込む。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

■図書館 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

図書館の催し物 
【南那須図書館 おはなし会】 

◇日時 １２月１７日（土）午前１０時３０分～１１時 

◇場所 南那須図書館多目的ホール（田野倉６５－１） 

◇内容 ボランティアによる絵本の読み聞かせ、かんたん工作 

◇定員 当日、先着１２名 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

【烏山図書館 おたのしみ会】 

◇日時 １２月１７日（土）午後２時～２時３０分 

◇場所 烏山図書館児童コーナー（中央１－１８－３９） 

◇内容 絵本の読み聞かせ、かんたん工作等 

◇定員 当日、先着５名程度 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

あかちゃんタイム 
 「子どもが騒いだらどうしよう」と心配で、ゆっくり本を見られないと

いう小さいお子さん連れの保護者に、気兼ねなく図書館を利用していただ

けるよう「あかちゃんタイム」を実施します。 

◇日時 １２月２１日（水）午前１０時～正午 

◇場所 烏山図書館（中央１－１８－３９） 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

年末年始の図書館休館日 
◇休館期間 １２月３０日（金）～令和５年１月３日（火） 

※図書の返却は、玄関にある「返却ポスト」をご利用ください。 

※ＣＤ・ＤＶＤは破損の恐れがあるため、開館日に直接カウンターに持参

してください。 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

■その他 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

市外で生活する学生に特産品を無料送付します！ 

（学生応援ふるさと便） 
 市では、本市出身の学生等を支援するとともに、Ｕターンによる地元就

職を促進するため、企業版ふるさと納税を有効活用し、市の特産品を無料

で送付します。 

◇内容 米や加工品等食料品を中心とした市の特産品（５，０００円相当） 

◇対象 市出身で、現在市外で生活をしている学生（大学生および専門学

生等） 

◇申込 令和５年１月３１日（火）までに、「学生応援ふるさと便申込書」

（市ホームページに掲載）に必要事項を記入のうえ、メールまた

は郵送で下記あて申し込む。 

※市内にお住まいのご家族等から対象となるお子さんにご連絡ください。

また、知り合いに該当する人がいる場合は周知にご協力をお願いします。 

※詳細は市ホームページをご確認ください。 

■問合 総合政策課秘書政策グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

    〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 

    Ｅメール：sohgohseisaku@city.nasukarasuyama.lg.jp 

 

南那須の自然と文化を考える会 

ブラリなすから 
◇日時 令和５年１月７日（土）午前９時３０分集合 

◇集合場所 烏山公民館 

◇散策コース 「烏山城址を散策し、那珂川に降りる」（約７．５ｋｍ） 

       烏山公民館 → 筑紫山 → 烏山城址 → 霧が沢た 

       め池 → 滝田大滝 → 矢沢のやな → 烏山公民館  

◇案内人 栃木県立博物館名誉学芸員・理学博士 青島睦治 氏 

     那須烏山市観光ガイド 松本将樹 氏 

◇費用 無料 

※事前申し込みは不要です。 

◇持物等 動きやすい服装、飲物等 

※感染症対策のため、十分な健康管理のうえ、ご参加ください。 

■問合 南那須の自然と文化を考える会（松本） 

    ☎０８０－６５１２－０１６８ 

 

シルバー人材センター「入会希望者相談会」 
 シルバー人材センターは、市内に居住する健康で働く意欲のある６０歳

以上の人であれば、どなたでも入会できます。皆さんの豊かな知識と経験

を生きがいづくり、生活の安定、地域づくりのために生かしてみませんか。 

 入会希望者相談会を次のとおり開催します。事前申し込みは不要ですの

で、気軽にお越しください。 

◇日時・場所 ・１２月２２日（木）午前１０時～正午 

        南那須公民館シルバー人材センター事務室（岩子６－１） 

       ・１２月２２日（木）午後１時～３時 

        烏山公民館１０１会議室（中央２－１３－８） 

※当日、都合がつかない場合は、随時相談を受け付けますので、下記あて

ご連絡ください。 

■問合 （公社）那須烏山市シルバー人材センター 

    ☎０２８７－８８－７７３１ 
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「春休み海外研修交流事業」参加者募集 
 （公財）国際青少年研修協会では、海外生活での交流を体験して国際感

覚を養うことを目的に、春休みに海外研修交流事業の参加者を募集してい

ます。初めて海外へ行く人も安心して参加できるように事前説明会（対面

式・オンライン）や事前研修会を実施し、準備からサポートします。 

◇期日 令和５年３月２６日（日）～４月６日（木）のうち７～１２日間 

◇研修国 イギリス、オーストラリア、カナダ、サイパン、ハワイ、カン

ボジア、ネパール 

◇内容 ホームステイ、英語研修、学校訪問、文化交流、地域見学等 

※研修国（コース）によって体験内容を選択できます。 

◇対象 小学３年～高校３年 

◇定員 各国１０名 

※コースにより対象学年が異なります。 

◇申込 令和５年１月１２日（木）・２５日（水）までに電話、ＦＡＸ、

メールで下記あて申し込む。 

※研修国（コース）によって申込の締め切り日が異なります。 

※詳細や資料請求は下記あてお問い合わせください。 

■問合 （公財）国際青少年研修協会 ☎０３－６８２５－３１３０ 

    ＦＡＸ：０３－３９８１－２７１２ Ｅメール：info@kskk.or.jp 

 

借金で悩んでいませんか？ 

財務省関東財務局の相談窓口 
 借金は経済的な問題だけでなく、心身の健康や家庭・職場等での様々な

問題と密接に関係していることが少なくありません。解決するためには、

早期に適切な窓口に相談することが大切です。 

カードローン、住宅ローン、ショッピングクレジット、教育ローン・奨

学金、自動車ローン、過払い金、保証人等、借金に関する無料相談を行っ

ています。個人の秘密は必ず守られますので、１人で悩まず気軽にご相談

ください。一緒に解決方法を考えていきましょう。 

◇受付時間 平日の午前８時３０分～正午、午後１時～５時 

◇内容 電話または面談による相談 

■問合 財務省関東財務局宇都宮財務事務所（多重債務専門窓口） 

    ☎０２８－６３３－６２９４ 

 

かいけつサポート（認証紛争解決手続） 
【法務大臣による裁判外紛争解決手続の認証制度】 

 身の回りで起こる様々なもめ事やトラブルには、裁判できちんと白黒の

決着をつけたいというものもあれば、裁判によらずに話し合いで解決した

いというものもあります。 

この「かいけつサポート」は、様々な民事上のトラブルについて、法務

大臣の認証を受けた民間事業者がトラブルの当事者間に入り、話し合いに

よって柔軟な解決を図るサービスです。 

◇裁判と「かいけつサポート」の一般的な違い（主なもの） 

区分 裁判 かいけつサポート 

実施主体 裁判官 各分野の専門家 

秘密の保護 公開 非公開（原則） 

手続きの進行 
民事訴訟に従った手

続き進行 

ニーズに応じた柔軟な手続

き進行が可能 

費用 裁判所の訴訟費用 
認証を受けた民間事業者に

支払う費用 

強制執行力 あり なし 

◇「かいけつサポート」を提供する栃木県の民間事業者 

事業者名 取り扱う紛争の範囲 電話番号 

栃木県司法書士会 

民事に関する紛争 

（紛争の目的の価格

が１４０万円以下） 

☎028-614-1122 

栃木県土地家屋調査士会 
土地の境界に関する

紛争 
☎028-307-2187 

※その他、商事に関する紛争やソフトウエアに関する紛争等、全国的に対

応できる事業者がいます。 

※詳細はＱＲコードからご確認ください。 

■問合 法務省大臣官房司法法制部審査監督課 

☎０３－３５８０－４１１１（内線５９２３） 

■行事予定 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

１２月下半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１６ 金 音を鳴らして遊ぼう10：30～11：30 こども館 

１７ 土 
おはなし会10：30～11：00 

おたのしみ会14：00～14：30 

南那須図書館 

烏山図書館 

１８ 日 【休日当番医】七合診療所 ☎0287-82-2781 

１９ 月 
２歳６か月児相談9：30～ 

１歳６か月児健診13：00～ 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２０ 火 
５歳児相談9：30～ 

４か月児・８か月児健診13：00～ 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２１ 水 

心配ごと相談 

ぴよぴよ広場10：00～10：45 

あかちゃんタイム10：00～正午 

保健福祉センター 

こども館 

烏山図書館 

２２ 木 
移動出前サロン9：30～13：30 

窓口業務延長（～19：00） 

境公民館 

烏山庁舎・保健福祉センター 

２３ 金 

小・中学校終業式 

２歳児相談9：30～ 

３歳児相談13：00～ 

 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２４ 土   

２５ 日 【休日当番医】林田医院 ☎0287-88-2056 

２６ 月   

２７ 火 １２月分水道料金等口座振替日  

２８ 水 

行政相談 

固定資産税第４期・国民健康保険税

第６期・介護保険料第６期・後期高

齢者医療保険料第６期納期限・口座

振替日 

烏山庁舎 

 

 

 

 

２９ 木 デマンド交通運休（～1/3）  

３０ 金 
年末年始休館（～1/3） 

【休日当番医】白寄医院（那珂川町） 

市立図書館 

☎0287-92-2710 

３１ 土 
１２月分水道料金等納入期限 

【休日当番医】水沼医院 

 

☎0287-84-0001 

※ＱＲコードは、（株）デンソーウエーブの登録商標です。 
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